
 

 

   
 
 

 令和７年度第２回「島根県県民いきいき活動促進委員会」 

 の開催について 

 
 「島根県県民いきいき活動促進委員会」は、県内の県民いきいき活動注１をより一層促進すると

ともに、県行政における協働を推進するために、県が取り組むべき関連施策等について広く意見

を聴き、今後の施策展開に資することを目的として設置しています。 

 この度、令和７年度第２回島根県県民いきいき活動促進委員会の開催を下記のとおり開催いたし

ます。 

記 

 

１．開催日時  令和８年２月４日（水）１３：３０～１５：３０ 

２ 開催場所  市町村振興センター ６階 大会議室１ 

３ 主な内容  ① 県内の NPO法人の状況 

        ② 令和 7年度 NPO活動推進室の事業状況について 

③ 基本方針の行動計画に関する各種取組について 

４ 公開方法 

（１）公開・非公開の別  公開 

（２）傍聴定員   ５名程度 

（３）傍聴手続き 

ア）傍聴希望者は、上記の開催予定時刻までに会場にお越しください。会場で受付を行います。 

イ）傍聴者の受付は、１３時１５分から行います。 

 

 

 

【県 HP】 

（島根創生を進めるための新規・拡充施策（令和 7 年度版））        

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/zaisei/yosan/yosanr7/r7gaiyou.data/shinkikakujuR7.pdf 

（島根創生計画［第２期］） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku2nd.pdf 

島根創生計画［第2期］ 

Ⅳ 島根を創る人を増やす 

１ 島根を愛する人づくり 

（２）地域で活躍する人づくり（P５2） 

島根県環境生活部環境生活総務課   

担当者名 髙橋 

TEL    0852-22-5096               

Email  npo@pref.shimane.lg.jp 

 

プレスリリース 令和８年１月３０日（金） 

 

 

 
 県民いきいき活動促進 
ロゴマーク 

注１：「県民いきいき活動」とは、営利を目的とせず、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを

目的として、自発的に行われる活動のことをいいます。 
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